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◀ 

こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
ま
す 

◀

小
学
生
を
対
象
に
読
み
聞
か
せ

大
淵
地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
は
、

大
淵
第
二
小
学
校
で
、
月
に
3
回
か
ら

4
回
、
昔
話
や
童
話
を
中
心
に
、
季
節

感
の
あ
る
本
を
選
び
、
読
み
聞
か
せ
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
活
動
に
は
民
生

委
員
児
童
委
員
の
ほ
か
、
大
淵
地
区
更

生
保
護
女
性
会
も
協
力
し
て
い
ま
す
。

3
月
2
日
に
は
、「
花
さ
き
山
」
の
紙

芝
居
を
全
校
児
童
の
前
で
披
露
し
ま
し

た
。読

み
聞
か
せ
を
通
じ
て
、
本
の
楽
し

さ
や
本
の
選
び
方
を
学
び
、
本
に
興
味

を
持
っ
て
く
れ
る
児
童
が
ふ
え
、
1
年

間
で
1
0
0
冊
以
上
の
本
を
読
ん
だ
児

童
も
い
ま
し
た
。

読
み
聞
か
せ
を
楽
し
み
に
し
て
い
る

児
童
が
多
く
、
学
校
、
児
童
、
地
区
民

生
委
員
と
の
よ
い
関
係
が
築
か
れ
て
い

ま
す
。

子
育
て
サ
ロ
ン
の
開
催

天
間
地
区
民
生
委
員
児
童
委
員
は
、

毎
月
第
2
火
曜
日
に
地
区
の
就
園
前
の

子
ど
も
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
に
、
子

育
て
サ
ロ
ン
「
こ
ろ
こ
ろ
」
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

3
月
13
日
に
は
、
民
生
委
員
児
童
委

員
手
づ
く
り
の
人
形
や
大
型
セ
ッ
ト
を

使
っ
た
「
3
匹
の
こ
ぶ
た
」
の
劇
が
上

演
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
劇
の
台
本
は
、

同
地
区
の
民
生
委
員
児
童
委
員
が
制
作

し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
劇

の
中
に
は
民
生
委
員
児
童
委
員
も
登
場

し
、日
々
の
活
動
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
天
間
地
区
に
あ
る
高
齢
者
施

主
任
児
童
委
員
に
よ
る

行
政
と
の
連
携
づ
く
り

子
ど
も
や
子
育
て
に
関
す
る
こ
と
を

担
当
す
る
主
任
児
童
委
員
は
、
連
携
を

深
め
る
た
め
、
行
政
と
と
も
に
定
期
的

に
研
修
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

3
月
23
日
に
は
、
主
任
児
童
委
員
と

地
区
担
当
保
健
師
と
の
研
修
会
を
実
施

し
ま
し
た
。
研
修
会
で
は
、「
赤
ち
ゃ
ん

訪
問
」
や
「
プ
レ
パ
パ
・
マ
マ
と
先
輩

パ
パ
・
マ
マ
と
の
交
流
事
業
」
に
つ
い

て
の
事
例
報
告
や
、
地
区
ご
と
に
分
か

れ
て
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
行
わ
れ
、

課
題
解
決
に
向
け
た
活
発
な
意
見
交
換

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

「民生委員・児童委員」
の活動をご存知ですか？

問い合わせ　福祉総務課　155-2757　552-2290　Efu-fukushisoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

設
の
利
用
者

も
参
加
し
、

世
代
を
超
え

た
交
流
会
と

な
っ
て
い
ま

す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

民
生
委
員
児
童
委
員

は
、
民
生
委
員
法
に
基

づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常

勤
の
地
方
公
務
員
の
特

別
職
で
、
各
地
区
で
活

動
し
て
い
ま
す
。
民
生
委
員
児
童
委
員

は
、
児
童
福
祉
法
に
定
め
る
児
童
委
員

を
兼
ね
て
い
ま
す
。

子
育
て
の
悩
み
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
の
心
配
事
や
困
り
事
を
解
決
す

る
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法
の
中
で

守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
の
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
と
は

地
区
担
当
の
民
生
委

員
児
童
委
員
の
ほ
か
に
、

決
ま
っ
た
担
当
地
域
を

持
た
ず
に
、
子
ど
も
や

子
育
て
に
関
す
る
こ
と

を
専
門
的
に
担
当
す
る
「
主
任
児
童
委

員
」
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

児
童
、
妊
産
婦
、
母
子
家
庭
な
ど
の

相
談
に
応
じ
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て

支
援
を
行
い
ま
す
。


